
 

 
介護休業等の制度を利用して、仕事と介護の両立を図りましょう。 

１．介護休業は介護の体制を構築するための休業です。 

介護休業の期間中に、復帰後の仕事と介護の両立を見据えて、介護サービス利用等の方針を決定しましょう。 

２．介護休暇は日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です。 

介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなどに対応するために、利用しましょう。 

３．その他の両立支援制度も利用して、仕事と介護を両立しましょう。 

日常的な介護のニーズに定期的に対応するため、以下の制度も利用しましょう。 
（１）所定外労働の制限 

（２）時間外労働の制限 

（３）深夜業の制限 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用労働者を除く）。有期雇用労働者の方は、申出時
点で、介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から６か月を経過する日までに労働契約期間が
満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 ＜対象外＞（※労使協定の締結による除外）
⇒ ①入社１年未満の労働者 ②申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働日
数が２日以下の労働者 

期間 対象家族１人につき通算 93日までの間の労働者が希望する期間。 

対象家族の範囲 配偶者（事実婚を含む）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 

申出期限 休業の２週間前までに所属長または担当役員に申し出てください。 

分割取得 ３回に分割して取得可能 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、１年に５日（対象家族が２人以上の場合は 10 日）まで、介護
その他の世話を行うために、休暇が取得できます（時間単位の休暇も可）。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用労働者を除く）。 ＜対象外＞（※労使協定の締
結による除外）⇒ １週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

申出先 所属長または担当役員に申し出てください。 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用労働者を除く）。 ＜対象外＞（※労使協定の締
結による除外）⇒ ①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間（請求回数に制限なし） 

申出期限 開始の日の１か月前までに所属長または担当役員に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を１月 24時間、１年 150時間以内に制限するこ
とを請求できます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 ＜対象外＞ ①日々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 
③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上１年以内の期間（請求回数に制限なし） 

申出期限 開始の日の１か月前までに所属長または担当役員に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

制度の内容 
要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後 10 時から午前５時までの深夜業を制限することを請求できま

す。 

対象者 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 ＜対象外＞ ①日々雇用労働者 ②入社１年未満の労働者 ③

介護ができる同居の家族がいる労働者 ④１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が

深夜の労働者 

期間 １回の請求につき１か月以上６か月以内の期間（請求回数に制限なし） 

申出期限 開始の日の１か月前までに所属長または担当役員に申し出てください。 

例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 

 仕事と介護を両立しよう！ 
介護休業及び介護両立支援制
度等個別周知・意向確認書 



（４）介護のための短時間勤務制度 

 
介護休業には、給付の支給があります。 

 介護休業給付  

介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%の介護休業給付を受ける

ことができます。 

介護保険制度も活用しましょう。 

 介護保険制度・介護サービス  

40歳から 64歳の方については、ご自身が加齢に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに

加えて、親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。介護保険制度は、介護保

険加入者（40歳以上の方）の保険料負担により、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。 

 

 
当社では、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをする
ことはありません。また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 要介護状態にある対象家族を介護する場合、１日の所定労働時間を６時間に短縮することができます。 

対象者 
要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用労働者を除く）。 ＜対象外＞（※労使協定の締結

による除外）⇒ ①入社１年未満の労働者 ②１週間の所定労働日数が２日以下の労働者  

期間・回数 対象家族１人につき、利用開始の日から連続する３年の間で２回まで 

申出期限 原則開始の日の２週間前までに所属長または担当役員に申し出てください。 



 
介護休業・介護両立支援制度の取得・利用の意向について、以下を記載し、このページの
コピーを、  年 月 日までに、所属長または担当役員へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）介護休業以外の制度は、組み合わせて利用することができます。 

 

          【提出日】     年  月  日 

                【提出者】 所属                         
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該当するものに○  

 介護休業を取得する。   

 介護休暇を取得する。 

 所定外労働の制限を利用する。 

 時間外労働の制限を利用する。 

 深夜業の制限を利用する。 

 介護のための短時間勤務制度を利用する。（注） 

 いずれも取得・利用する意向はない。 

 検討中 



 

 

 

 
我が社は仕事と介護を両立する社員を積極的にサポートします！ 
 

社長からのメッセージ 
◆全ての社員がより良い明日に向けて前進し自律する会社です 
◆全ての社員がお互い様の気持ちを持って協調する会社です 
◆全ての社員が感謝の心で家族と地域を大切にする会社です 
◆全ての社員の仕事と育児介護の両立を支援する会社です 
◆全ての社員がこれからも長く働き続けることを願う会社です 
 

～我が社の目標～ 

介護を理由として退職する社員を生じさせない。 

 

介護休業や介護休暇等の両立支援制度を積極的に活用してください！ 
そのためにも、 
●全労働者に対し年に１回以上仕事と介護の両立に関する研修を実施します！ 
●仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置します！ 

    ●介護に直面した旨の申出をした方に対し、個別に制度を周知するとともに介護休業や介護両立支援制
度等の取得・利用の意向を確認します！ 

   ●介護に直面する前の早い段階（40歳等）の方に対し、介護休業や介護両立支援制度等に関して情報
提供を行います！ 

 

仕事と介護の両立支援制度概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

介護休業等に関する相談窓口、制度利用の申し込み先 たは担所属長ま当役員 
 
 

介護休業及び両立支援制度等 

取得・利用促進方針周知 

社長の顔写真 

要介護状態 
（制度利用可能な状態） 

 
介護終了 

（要介護状態の解消等） 

介護休業① 介護休業② 介護休業③ 
３回まで 
分割可能 

通算 93日 

3回まで分割可 
所定労働時間の短縮等の措置（注） 

介護休暇 

時間外労働の制限 

深夜業の制限 

所定外労働の制限 

３年の間に２回まで 

社長の顔写真 


